別表第1（第4条関係）
	施　設　名
	開放する日
	開放する時間

	屋内運動場（体育館）、武道場

	土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日（以下「祝日」という。）
	[bookmark: _GoBack]午前9時から午後10時まで

	
	平日
	午後5時から午後10時まで

	運動場
	土曜日、日曜日及び祝日
	午前9時から午後9時まで

	
	平日
	午後5時から午後9時まで

	夜間照明施設
	1月から3月まで及び10月から12月まで
	午後6時から午後9時まで

	
	4月から9月まで
	午後7時から午後9時まで

	テニスコート
	土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日（以下「祝日」という。）
	午前9時から午後5時まで



